
新座市キャッシュレス決済ポイント還元事業（第３弾）業務委託に係る質問回答書 

No. 質問内容 回答 

１  事業を告知する WEB サイトの過去実績をご提示い

ただくことは可能でしょうか。 

既に掲載が終了しているサイトページであるため、御提示はできません。 

２  事業広報は、過去にどのような実績がありますでしょ

うか。 

過去２回の実施時では、特設ホームページ、ポスター、ステッカー、スイングＰＯＰ及

びリーフレットです。 

 

３  過去に事業者に向けて、キャンペーンの終了告知は

どのように行いましたか。 

過去２回実施した際には、早期終了の対応には至らず、予定した期間どおりの実施

となりました。このため、事業者に向けて事前に終了告知を行いませんでしたが、今

回、早期終了の可能性もありますので、事業者及び市民に向けた告知方法等につい

て提案をお願いします。 

４  キャンペーン期間中、一番利用率を上げたいターゲ

ットの年齢層はどの層ですか。 

本事業は、広く市民及び事業者を対象とした物価高騰対策であるため、ターゲット

層は定めていません。しかしながら、キャッシュレス決済の普及も目的の一つに掲げて

いるため、これまで馴染みのなかった方にも利用していただけることを希望しています

（デジタルデバイド対策）。 

５ （データ整備関連）新座市様より受領するキャッシュ

レス事業者の店舗データ総数は概算でどれくらいでし

ょうか。（可能であれば、キャッシュレス事業者ごとのデ

ータ数もご教示ください） 

 
 

市は店舗データを持っていないため、受注者に店舗データを送付することはできま

せん。受注者が「仕様書４.(２)」に記載する対象キャッシュレス事業者と調整の上、当

該一覧のデータを市に提出していただく流れとなります。 
６  （データ整備関連）データ受領時は、対象外店舗のデ

ータは削除された状態でしょうか。 

７  （データ整備関連）加盟店向けツール送付数はどれく

らいの数を想定されていますでしょうか。 

市は店舗データを持っていないため、対象店舗の数は分かり兼ねます。御提案の中

で提示ください。 

 

８ （データ整備関連）成果物は加盟店向けツール送付

用配送リストであっていますでしょうか。 

「仕様書 5.(３)」のとおり、受注者は店舗等に掲示するためのキャンペーンＰＲツー

ルを作成し、全対象店舗に送付いただきます。また、実績報告書提出時に当該ツール

作成物（現物）も併せて添付いただくことを想定しています。 

９ コールセンターの受付時間は何時から何時を想定

されていますでしょうか。 

特に想定している時間はありませんが、本事業のコールセンターの運用に際し、必

要と思われる受付時間の提案をお願いします。 

 



１０ コールセンターの開局期間について指定はございま

すか。 

特に指定はありません。「仕様書 5.(5)イ」を御参照ください。 

１１ 電話番号に指定はございますか。050 番号での運

用は可能でしょうか。 

指定はありません。050番号での運用は可能です。 

ただし、利用者にとっては、料金負担のないフリーダイヤルが望まれるため、今回の

事業規模における必要な回線数も含め、提案をお願いします。 

 

１２ 企画提案書（様式 3）について、A4判用紙 30枚以

内とあるが、両面･片面どちらになるか。又、縦横指定

はあるか。 

両面･片面どちらでも可能です。紙の枚数として３０枚以内としてください。 

縦横の指定はありません。 

１３ 企画提案書（様式 3）2 業務実績について、弊社グ

ループ内では関連業務の運営について、同一事務局

にて対応しているが、グループ会社契約の実績も含め

て記載しても問題ないか。 

本事業に係る運用ノウハウ等をグループ会社内で共有することが可能な体制であ

れば、グループ会社契約の実績も含めて記載しても支障ありません。ただし、その場

合、正確な実施主体者が分かるように記載ください。 

１４ 仕様書 5.(5)コールセンターの設置について、設置

期間が概ね 2 週間前からと記載があり、仕様書 6.事

業スケジュールには、8 月上旬コールセンター開設と

記載がある。設置期間は事業者が定める期間で問題

ないか。 

提案者が考える期間で提示いただいて問題ありません。ただし、最終的には発注者

と受注者が協議した上で設置期間を決定します。 

１５ 対象店舗店頭掲示用のキャンペーンＰＲツール作成

及び送付について 

対象の店舗は委託側の作成という認識でよろしい

でしょうか 

お見込みのとおりです。キャッシュレス事業者と調整いただいた上、当該一覧のデー

タを市に提出していただく流れとなります。 

１６ 対象店舗店頭掲示用のキャンペーンＰＲツール作成

及び送付について 

対象店舗の定義を教えていただきたいです。(事業

規模、所在地、キャッシュレス取り扱いがひとつでもあ

る店舗) 

対象店舗の定義は「仕様書４.(２)」記載のとおり「対象キャッシュレスを導入してい

る市内所在の中小企業者」です。 

なお、事業規模については、第２弾実施の際、大型店・大型商業施設・コンビニエン

スストアなどを除く資本金 5,000万円以下の事業者を対象として実施しており、今回

も同様の基準を想定しています。 

また、キャッシュレス取り扱いが１つでもある店舗が対象となりえます。 

 


